
規 則

�愛媛県規則第５１号
医療法施行細則の一部を改正する規則を次のように定める。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

医療法施行細則の一部を改正する規則

第１条 医療法施行細則（平成１４年愛媛県規則第４３号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左欄 右欄 項 左欄 右欄

１ 政令第５条の５の申請書 社会医療法人認定申請書

（様式第１号）

２ 省令第１条の１４第１項の

申請書

病院（診療所）開設許可申

請書（様式第２号）

１ 省令第１条の１４第１項の

申請書

病院（診療所）開設許可申

請書（様式第１号）

３ 省令第１条の１４第５項の

申請書

診療所病床設置許可申請書

（様式第３号）

２ 省令第１条の１４第５項の

申請書

診療所病床設置許可申請書

（様式第２号）

４ 省令第２条第１項の申請

書

助産所開設許可申請書（様

式第４号）

３ 省令第２条第１項の申請

書

助産所開設許可申請書（様

式第３号）

５ 省令第６条第１項の申請

書

地域医療支援病院名称承認

申請書（様式第５号）

４ 省令第６条第１項の申請

書

地域医療支援病院名称承認

申請書（様式第４号）

６ 省令第７条の申請書 病院（診療所）専属薬剤師

設置免除許可申請（通知）

書（様式第６号）

５ 省令第７条の申請書 病院（診療所）専属薬剤師

設置免除許可申請（通知）

書（様式第５号）

７ 省令第８条の申請書 病院（診療所・助産所）開

設者管理免除許可申請書

（様式第７号）

６ 省令第８条の申請書 病院（診療所・助産所）開

設者管理免除許可申請書

（様式第６号）
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８ 省令第９条の申請書 病院（診療所・助産所）管

理者兼任許可申請書（様式

第８号）

７ 省令第９条の申請書 病院（診療所・助産所）管

理者兼任許可申請書（様式

第７号）

９ 省令第９条の２第１項の

報告書

地域医療支援病院業務報告

書（様式第９号）

８ 省令第９条の２第１項の

報告書

地域医療支援病院業務報告

書（様式第８号）

１０ 省令第２４条の２又は第２９

条第１項の届出書

エックス線装置設置（変

更・廃止）届出書（様式第

１０号）

９ 省令第２４条の２又は第２９

条第１項の届出書

エックス線装置設置（変

更・廃止）届出書（様式第

９号）

１１ 省令第２５条又は第２９条第

１項若しくは第２項の届

出書

診療用高エネルギー放射線

発生装置設置（変更・廃止）

届出書（様式第１１号）

１０ 省令第２５条又は第２９条第

１項若しくは第２項の届

出書

診療用高エネルギー放射線

発生装置設置（変更・廃止）

届出書（様式第１０号）

１２ 省令第２６条又は第２９条第

１項若しくは第２項の届

出書

診療用放射線照射装置設置

（変更・廃止）届出書（様

式第１２号）

１１ 省令第２６条又は第２９条第

１項若しくは第２項の届

出書

診療用放射線照射装置設置

（変更・廃止）届出書（様

式第１１号）

１３ 省令第２７条第１項若しく

は第２項又は第２９条第１

項若しくは第２項の届出

書

診療用放射線照射器具設置

（変更・廃止）届出書（様

式第１３号）

１２ 省令第２７条第１項若しく

は第２項又は第２９条第１

項若しくは第２項の届出

書

診療用放射線照射器具設置

（変更・廃止）届出書（様

式第１２号）

１４ 省令第２７条第３項の届出

書

診療用放射線照射器具使用

予定届出書（様式第１４号）

１３ 省令第２７条第３項の届出

書

診療用放射線照射器具使用

予定届出書（様式第１３号）

１５ 省令第２７条の２又は第２９

条第１項若しくは第２項

の届出書

放射性同位元素装備診療機

器設置（変更・廃止）届出

書（様式第１５号）

１４ 省令第２７条の２又は第２９

条第１項若しくは第２項

の届出書

放射性同位元素装備診療機

器設置（変更・廃止）届出

書（様式第１４号）

１６ 省令第２８条第１項若しく

は第２９条第２項の届出書

又は同条第３項の届出書

（同項の規定により１０日

以内に提出することとさ

れるものに限る。）

診療用放射性同位元素設置

（変更・廃止）届出書（様

式第１６号）

１５ 省令第２８条第１項若しく

は第２９条第２項の届出書

又は同条第３項の届出書

（同項の規定により１０日

以内に提出することとさ

れるものに限る。）

診療用放射性同位元素設置

（変更・廃止）届出書（様

式第１５号）

１７ 省令第２８条第２項の届出

書

診療用放射性同位元素使用

予定届出書（様式第１７号）

１６ 省令第２８条第２項の届出

書

診療用放射性同位元素使用

予定届出書（様式第１６号）

１８ 省令第２９条第３項の届出

書（同項の規定により３０

日以内に提出することと

されるものに限る。）

診療用放射性同位元素廃止

後措置届出書（様式第１８号）

１７ 省令第２９条第３項の届出

書（同項の規定により３０

日以内に提出することと

されるものに限る。）

診療用放射性同位元素廃止

後措置届出書（様式第１７号）

１９ 省令第３１条の申請書 医療法人設立認可申請書

（様式第１９号）

１８ 省令第３１条の申請書 医療法人設立認可申請書

（様式第１８号）

２０ 省令第３１条の３の申請書 医療法人理事数特例認可申

請書（様式第２０号）

１９ 省令第３１条の３の申請書 医療法人理事数特例認可申

請書（様式第１９号）

２１ 省令第３１条の４の申請書 医療法人理事長特例認可申

請書（様式第２１号）

２０ 省令第３１条の４の申請書 医療法人理事長特例認可申

請書（様式第２０号）

２２ 省令第３１条の５の申請書 医療法人管理者理事特例認

可申請書（様式第２２号）

２１ 省令第３１条の５の申請書 医療法人管理者理事特例認

可申請書（様式第２１号）

２３ 省令第３２条第１項の申請

書

医療法人定款（寄附行為）

変更認可申請書（様式第２３

号）

２２ 省令第３２条第１項の申請

書

医療法人定款（寄附行為）

変更認可申請書（様式第２２

号）

２４ 省令第３４条の申請書 医療法人解散認可申請書

（様式第２４号）

２３ 省令第３４条の申請書 医療法人解散認可申請書

（様式第２３号）
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２５ 省令第３５条の申請書 医療法人合併認可申請書

（様式第２５号）

２４ 省令第３５条の申請書 医療法人合併認可申請書

（様式第２４号）

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

項 左欄 右欄 項 左欄 右欄

１ 法第７条第２項の変更

許可

病院（診療所・助産所）開設

許可事項変更許可申請書（様

式第２６号）

１ 法第７条第２項の変更

許可

病院（診療所・助産所）開設

許可事項変更許可申請書（様

式第２５号）

２ 法第７条第３項の変更

許可

診療所病床設置許可事項変

更許可申請書（様式第２７号）

２ 法第７条第３項の変更

許可

診療所病床設置許可事項変

更許可申請書（様式第２６号）

３ 法第８条の届出 開設届出書（様式第２８号） ３ 法第８条の届出 開設届出書（様式第２７号）

４ 法第８条の２第２項の

届出

病院（診療所・助産所）休止

（再開）届出書（様式第２９

号）

４ 法第８条の２第２項の

届出

病院（診療所・助産所）休止

（再開）届出書（様式第２８

号）

５ 法第９条第１項の届出 病院（診療所・助産所）廃止

届出書（様式第３０号）

５ 法第９条第１項の届出 病院（診療所・助産所）廃止

届出書（様式第２９号）

６ 法第９条第２項の届出 病院（診療所・助産所）開設
そう

者死亡（失踪）届出書（様式

第３１号）

６ 法第９条第２項の届出 病院（診療所・助産所）開設
そう

者死亡（失踪）届出書（様式

第３０号）

７ 法第１６条ただし書の許

可（政令第１条の規定に

より読み替えて適用さ

れる場合の承認を含

む。）

病院医師宿直免除許可（承

認）申請書（様式第３２号）

７ 法第１６条ただし書の許

可（政令第１条の規定に

より読み替えて適用さ

れる場合の承認を含

む。）

病院医師宿直免除許可（承

認）申請書（様式第３１号）

８ 法第２７条の検査 病院（診療所・助産所）構造

設備使用前検査申出書（様式

第３３号）

８ 法第２７条の検査 病院（診療所・助産所）構造

設備使用前検査申出書（様式

第３２号）

９ 法第４６条の４第３項第

４号の報告

医療法人不正行為等報告書

（様式第３４号）

９ 法第４６条の４第３項第

４号の報告

医療法人不正行為等報告書

（様式第３３号）

１０ 法第５０条第３項の届出 医療法人定款（寄附行為）変

更届出書（様式第３５号）

１０ 法第５０条第３項の届出 医療法人定款（寄附行為）変

更届出書（様式第３４号）

１１ 法第５２条第１項の届出 医療法人事業報告書等届出

書（様式第３６号）

１１ 法第５２条第１項の届出 医療法人事業報告書等届出

書（様式第３５号）

１２ 法第５５条第５項の届出 医療法人解散届出書（様式第

３７号）

１２ 法第５５条第５項の届出 医療法人解散届出書（様式第

３６号）

１３ 法第６８条において準用

する民法（明治２９年法律

第８９号）第４０条の請求

医療法人寄附行為補完請求

書（様式第３８号）

１３ 法第６８条において準用

する民法（明治２９年法律

第８９号）第４０条の請求

医療法人寄附行為補完請求

書（様式第３７号）

１４ 法第６８条において準用

する民法第５６条の請求

医療法人仮理事選任請求書

（様式第３９号）

１４ 法第６８条において準用

する民法第５６条の請求

医療法人仮理事選任請求書

（様式第３８号）

１５ 法第６８条において準用

する民法第５７条の請求

医療法人特別代理人選任請

求書（様式第４０号）

１５ 法第６８条において準用

する民法第５７条の請求

医療法人特別代理人選任請

求書（様式第３９号）

１６ 法第６８条において準用

する民法第７７条第２項

の届出

医療法人清算人就任届出書

（様式第４１号）

１６ 法第６８条において準用

する民法第７７条第２項

の届出

医療法人清算人就任届出書

（様式第４０号）

１７ 法第６８条において準用

する民法第８３条の届出

医療法人清算結了届出書（様

式第４２号）

１７ 法第６８条において準用

する民法第８３条の届出

医療法人清算結了届出書（様

式第４１号）
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１８ 省

略

１８ 省

略

１９ 政令第３条の３の届出 診療所病床設置届出書（様式

第４３号）

１９ 政令第３条の３の届出 診療所病床設置届出書（様式

第４２号）

２０ 政令第４条第１項の届

出

病院（診療所・助産所）開設

許可事項変更届出書（様式第

４４号）

２０ 政令第４条第１項の届

出

病院（診療所・助産所）開設

許可事項変更届出書（様式第

４３号）

２１ 政令第４条第２項の届

出

診療所病床設置許可（届出）

事項変更届出書（様式第４５

号）

２１ 政令第４条第２項の届

出

診療所病床設置許可（届出）

事項変更届出書（様式第４４

号）

２２ 政令第４条第３項の届

出

診療所（助産所）開設届出事

項変更届出書（様式第４６号）

２２ 政令第４条第３項の届

出

診療所（助産所）開設届出事

項変更届出書（様式第４５号）

２３ 政令第４条の２第１項

の届出

病院（診療所・助産所）開設

届出書（様式第４７号）

２３ 政令第４条の２第１項

の届出

病院（診療所・助産所）開設

届出書（様式第４６号）

２４ 政令第４条の２第２項

の届出

病院（診療所・助産所）開設

届出事項変更届出書（様式第

４８号）

２４ 政令第４条の２第２項

の届出

病院（診療所・助産所）開設

届出事項変更届出書（様式第

４７号）

２５ 政令第５条の１２の届出 医療法人登記完了届出書（様

式第４９号）

２５ 政令第５条の１２の届出 医療法人登記完了届出書（様

式第４８号）

２６ 政令第５条の１３の届出 医療法人役員変更届出書（様

式第５０号）

２６ 政令第５条の１３の届出 医療法人役員変更届出書（様

式第４９号）

（台帳の整備）

第６条 保健所長は、病院（診療所・助産所）台帳（様式第５１号）

を備え、病院、診療所及び助産所に関する必要な事項を記載しな

ければならない。

様式第２号（第２条関係） 病院（診療所）開設許可申請書

（台帳の整備）

第６条 保健所長は、病院（診療所・助産所）台帳（様式第５０号）

を備え、病院、診療所及び助産所に関する必要な事項を記載しな

ければならない。

様式第１号（第２条関係） 病院（診療所）開設許可申請書

省略 省略

注１～５ 省略

６ 開設者が管理者とならない場合にあっては、病院（診療所・

助産所）開設者管理免除許可申請書（様式第７号）を併せて

提出すること。

様式第３号 省略

様式第４号 省略

様式第５号 省略

様式第６号 省略

様式第７号（第２条、様式第２号、様式第２８号関係） 病院（診療

所・助産所）開設者管理免除許可申請書

注１～５ 省略

６ 開設者が管理者とならない場合にあっては、病院（診療所・

助産所）開設者管理免除許可申請書（様式第６号）を併せて

提出すること。

様式第２号 省略

様式第３号 省略

様式第４号 省略

様式第５号 省略

様式第６号（第２条、様式第１号、様式第２７号関係） 病院（診療

所・助産所）開設者管理免除許可申請書

省略 省略

注 省略

様式第８号 省略

様式第９号 省略

様式第１０号 省略

様式第１１号 省略

様式第１２号 省略

様式第１３号（第２条関係） 診療用放射線照射器具設置（変更・廃

止）届出書

様式第１３号（その１） 省略

注 省略

様式第７号 省略

様式第８号 省略

様式第９号 省略

様式第１０号 省略

様式第１１号 省略

様式第１２号（第２条関係） 診療用放射線照射器具設置（変更・廃

止）届出書

様式第１２号（その１） 省略

省略 省略

注 省略

様式第１３号（その２） 省略

注 省略

様式第１２号（その２） 省略
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省略 省略

注 省略

様式第１４号 省略

様式第１５号 省略

様式第１６号 省略

様式第１７号 省略

様式第１８号 省略

様式第１９号（第２条、様式第２０号―様式第２２号関係） 医療法人設

立認可申請書

注 省略

様式第１３号 省略

様式第１４号 省略

様式第１５号 省略

様式第１６号 省略

様式第１７号 省略

様式第１８号（第２条、様式第１９号―様式第２１号関係） 医療法人設

立認可申請書

省略 省略

注１・２ 省略

３ １人又は２人の理事を置く場合にあっては、医療法人理事

数特例認可申請書（様式第２０号）を併せて提出すること。

４ 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する

場合にあっては、医療法人理事長特例認可申請書（様式第２１

号）を併せて提出すること。

５ 開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者の一

部を理事に加えない場合にあっては、医療法人管理者理事特

例認可申請書（様式第２２号）を併せて提出すること。

様式第２０号（第２条、様式第１９号、様式第２３号関係） 医療法人理

事数特例認可申請書

注１・２ 省略

３ １人又は２人の理事を置く場合にあっては、医療法人理事

数特例認可申請書（様式第１９号）を併せて提出すること。

４ 理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する

場合にあっては、医療法人理事長特例認可申請書（様式第２０

号）を併せて提出すること。

５ 開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の管理者の一

部を理事に加えない場合にあっては、医療法人管理者理事特

例認可申請書（様式第２１号）を併せて提出すること。

様式第１９号（第２条、様式第１８号、様式第２２号関係） 医療法人理

事数特例認可申請書

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�までに掲

げる書類は、医療法人設立認可申請書（様式第１９号）又は医療法人

定款（寄附行為）変更認可申請書（様式第２３号）と併せて提出する

場合にあっては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２１号（第２条、様式第１９号関係） 医療法人理事長特例認可

申請書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�までに掲

げる書類は、医療法人設立認可申請書（様式第１８号）又は医療法人

定款（寄附行為）変更認可申請書（様式第２２号）と併せて提出する

場合にあっては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２０号（第２条、様式第１８号関係） 医療法人理事長特例認可

申請書

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�までに掲

げる書類は、医療法人設立認可申請書（様式第１９号）と併せて提出

する場合にあっては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２２号（第２条、様式第１９号関係） 医療法人管理者理事特例

認可申請書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�までに掲

げる書類は、医療法人設立認可申請書（様式第１８号）と併せて提出

する場合にあっては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２１号（第２条、様式第１８号関係） 医療法人管理者理事特例

認可申請書

省略 省略

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�までに掲

げる書類は、医療法人設立認可申請書（様式第１９号）と併せて提出

する場合にあっては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２３号（第２条、様式第１号、様式第２０号関係） 医療法人定

款（寄附行為）変更認可申請書

注１ 省略

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�から�までに掲

げる書類は、医療法人設立認可申請書（様式第１８号）と併せて提出

する場合にあっては、添付を要しない。

�～� 省略

様式第２２号（第２条、様式第１９号 関係） 医療法人定

款（寄附行為）変更認可申請書

省略 省略

注１・２ 省略

３ 定款又は寄附行為の変更が、社会医療法人の認定に係るも

のであるときは、社会医療法人認定申請書（様式第１号）を

併せて提出すること。

注１・２ 省略
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４ 定款又は寄附行為の変更が、１人又は２人の理事を置くこ

ととなる場合に係るものであるときは、医療法人理事数特例

認可申請書（様式第２０号）を併せて提出すること。

様式第２４号 省略

様式第２５号 省略

様式第２６号 省略

様式第２７号 省略

様式第２８号（第３条関係） 開設届出書

様式第２８号（その１）

３ 定款又は寄附行為の変更が、１人又は２人の理事を置くこ

ととなる場合に係るものであるときは、医療法人理事数特例

認可申請書（様式第１９号）を併せて提出すること。

様式第２３号 省略

様式第２４号 省略

様式第２５号 省略

様式第２６号 省略

様式第２７号（第３条関係） 開設届出書

様式第２７号（その１）

省略 省略

注１～４ 省略

５ 開設者が管理者とならない場合にあっては、病院（診療所・

助産所）開設者管理免除許可申請書（様式第７号）を併せて

提出すること。

様式第２８号（その２）

注１～４ 省略

５ 開設者が管理者とならない場合にあっては、病院（診療所・

助産所）開設者管理免除許可申請書（様式第６号）を併せて

提出すること。

様式第２７号（その２）

省略 省略

注１～４ 省略

５ 開設者が管理者とならない場合にあっては、病院（診療所・

助産所）開設者管理免除許可申請書（様式第７号）を併せて

提出すること。

様式第２９号 省略

様式第３０号 省略

様式第３１号 省略

様式第３２号 省略

様式第３３号 省略

様式第３４号 省略

様式第３５号 省略

様式第３６号（第３条関係） 医療法人事業報告書等届出書

注１～４ 省略

５ 開設者が管理者とならない場合にあっては、病院（診療所・

助産所）開設者管理免除許可申請書（様式第６号）を併せて

提出すること。

様式第２８号 省略

様式第２９号 省略

様式第３０号 省略

様式第３１号 省略

様式第３２号 省略

様式第３３号 省略

様式第３４号 省略

様式第３５号（第３条関係） 医療法人事業報告書等届出書

省略 省略

注１ 「資産の総額」欄には、貸借対照表上の純資産額を記載す

ること。

２・３ 省略

様式第３７号 省略

様式第３８号 省略

様式第３９号 省略

様式第４０号 省略

様式第４１号 省略

様式第４２号 省略

様式第４３号 省略

様式第４４号 省略

様式第４５号 省略

様式第４６号 省略

様式第４７号 省略

様式第４８号 省略

様式第４９号 省略

様式第５０号 省略

様式第５１号 省略

注１ 資産の総額 欄には、貸借対照表上の純資産額を記載す

ること。

２・３ 省略

様式第３６号 省略

様式第３７号 省略

様式第３８号 省略

様式第３９号 省略

様式第４０号 省略

様式第４１号 省略

様式第４２号 省略

様式第４３号 省略

様式第４４号 省略

様式第４５号 省略

様式第４６号 省略

様式第４７号 省略

様式第４８号 省略

様式第４９号 省略

様式第５０号 省略

第２条 医療法施行細則の一部を次のように改正する。

様式第１号の前に次の１様式を加える
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様式第１号（第２条、様式第２３号関係） 社会医療法人認定申請書

社会医療法人認定申請書

年 月 日

愛媛県知事 様

主たる事務所の所在地

申請者 名称

代表者の氏名 �

救急医療等確保

事業を行っている

病院又は診療所

名 称

所在地

救急医療等確保事業の別

注１ 「救急医療等確保事業の別」欄には、当該医療法人業務のうち、医療法（昭和２３年

法律第２０５号。以下「法」という。）第４２条の２第１項第５号の要件に該当するものが

法第３０条の４第２項第５号に掲げる医療のいずれに係るものであるかの別を記載する

こと。

２ 次に掲げる書類を添付すること。ただし、�に掲げる書類は、医療法人定款（寄附
行為）変更認可申請書（様式第２３号）と併せて提出する場合にあっては、添付を要し

ない。

� 定款又は寄附行為の写し

� 申請時の直近に終了した会計年度について法第４２条の２第１項第５号の要件に該

当する旨を説明する書類

� 法第４２条の２第１項第１号から第４号まで及び第６号に掲げる要件に該当する旨

を説明する書類

� その他知事が必要と認める書類
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附 則

この規則は、公布の日から施行する。

�愛媛県告示第１２９９号
次のとおり落札者を決定した。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３００号
次のとおり落札者を決定した。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０１号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０２号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１３０３号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛情報スーパーハイウェイ機器等
の借入れ及び保守運用管理業務の委
託 一式

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２０年７月１５日
株式会社ＳＴＮｅｔ
高松市春日町１７３５番地
３

１０，１８５，０００円
（月額） 一般競争入札 平成２０年５月３０日

落札に係る特定役務の名称及び数量
契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続き 入 札 公 告 日

愛媛情報スーパーハイウェイ用広域
イーサネットサービスの調達 １３箇
所

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成２０年７月２５日
株式会社ＮＴＴ西日本
－四国
松山市一番町四丁目３
番地

４，６６５，１５０円
（月額） 一般競争入札 平成２０年６月１３日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・呼
吸器・小腸機能障害 内 科 宇和島市国民健康保

険九島診療所 大 藤 久 志 宇和島市百之浦１３６２ 平成
２０年９月１日

〃 〃 長 谷 川 病 院 佐々木 徹 四国中央市金生町下分１２４９－１ 平成
２０年９月１日

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

木 原 洋 介 市 立 周 桑 病 院 西条市壬生川１３１ 国民健康保険久万高原町立病
院

上浮穴郡久万高原町大字久万
６５

平成１９年
４月１日

盛 實 勲 医療法人真泉会第一病院 今治市宮下町一丁目１－２１ 西 条 中 央 病 院 西条市朔日市８０４ 平成２０年
４月１日

小 野 拓 也 医 療 法 人 今 村 医 院 新居浜市七宝台町甲２３７５－１２
０ み ど り ク リ ニ ッ ク 新居浜市北内町４－１０－７９ 平成２０年

８月１日

愛 媛 県 報平成２０年９月５日 第１９９６号

９４６



�������
�愛媛県告示第１３０４号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６４条第１項の規定

に基づき、指定自立支援医療機関の名称を変更した旨の届出があっ

た。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０５号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６４条第１項の規定

に基づき、指定自立支援医療機関の所在地を変更した旨の届出があ

った。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第６４条第１項の規定

に基づき、指定自立支援医療機関の所在地を変更した旨の届出があ

った。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１３０７号
森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２５条の２第１項の規定により、

次のように保安林の指定をする。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 保安林の所在場所

新居浜市船木字大久保甲１０３４の３、甲１０３４の５、甲１０３４の７

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

字大久保甲１０３４の３・甲１０３４の５・甲１０３４の７（以上３

筆について、次の図に示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

２� 保安林の所在場所

西条市黒谷乙２、乙１０、乙３３、乙３４の１、乙３４の４３

� 指定の目的

土砂の流出の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 次の森林については、主伐は、択伐による。

黒谷乙３４の１・乙３４の４３（以上２筆について、次の図に

示す部分に限る。）

� その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

３� 保安林の所在場所

西条市大保木字鳶寄乙１０の１から乙１０の３まで

� 指定の目的

土砂の崩壊の防備

� 指定施業要件

ア 立木の伐採の方法

� 主伐は、択伐による。

� 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の

所在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期

齢以上のものとする。

� 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

イ 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係

書類を愛媛県庁及び関係市役所に備え置いて縦覧に供する。）

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療 所 の 名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 辞退年月日

肢 体 不 自 由 整 形 外 科 伊 予 病 院 高 岡 浩 伊予市八倉９０６－５ 平成
２０年８月３１日

名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

レデイ新居浜西調剤薬局 レデイ薬局新居浜西店 平成２０年８月３０日

名 称
所 在 地 変 更

年月日変 更 前 変 更 後

レデイ新居浜西調剤
薬局

新居浜市中萩町４－
４３

新居浜市中萩町４－
４４

平成２０年
８月３０日

名 称
所 在 地 変 更

年月日変 更 前 変 更 後

アタゴ薬局 宇和島市堀端町１－
５

宇和島市広小路１－
４３

平成２０年
９月１日

愛 媛 県 報平成２０年９月５日 第１９９６号

９４７
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�愛媛県告示第１３０８号
次の加入区の特定養殖漁業者の同意は漁業災害補償法（昭和３９年

法律第１５８号）第１２５条の６第１項に規定する要件に適合すると認

めるので、同条第３項において準用する同法第１０５条の２第４項の

規定に基づき、次のとおり公示する。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

のり等養殖業（のり養殖業）

加 入 区

三島加入区

弓削加入区

津倉加入区

�������
�愛媛県告示第１３０９号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第２項の

規定による届出を審査した結果、次の加入区について、同法第１１２

条第１項の規定による同意があったと認めたので、同法第１１２条の

２第３項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）

第２６条の３の規定により告示する。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（東予地方局産業経済部今治支局管内）

宮窪加入区

（中予地方局管内）

伊予加入区

（南予地方局管内）

下灘第二加入区

（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

長浜加入区

有寿来加入区

�������
�愛媛県告示第１３１０号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第１項第

１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等補償法に基づ

く付保義務の発生（平成１６年９月愛媛県告示第１８７２号）による保険

に付すべき義務は、平成２０年９月４日限り消滅したので、同条第２

項及び漁船損害等補償法施行規則（昭和２７年農林省令第１８号）第２６

条の３の規定により告示する。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（東予地方局産業経済部今治支局管内）

宮窪加入区

（中予地方局管内）

伊予加入区

（南予地方局管内）

下灘第二加入区

（南予地方局産業経済部八幡浜支局管内）

長浜加入区

有寿来加入区

�������
�愛媛県告示第１３１２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、松山保健所及び松前町

役場において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

平成２０年９月５日

愛媛県松山保健所長 山 本 しげ子

�愛媛県告示第１３１１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 壬生川新居浜野田線
西条市喜多川字土居部３８３番３９から

同字中ノ梶４１７番５まで
平成２０年９月５日

愛 媛 県 報平成２０年９月５日 第１９９６号

９４８



１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社

伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷７７１－１８

代表取締役 高橋 勉

２ 事業場の名称及び所在地

ＪＡえひめフレッシュフーズ株式会社食鳥センター

伊予郡松前町大字徳丸字五屋敷７７１－１８

３ 特定施設に関する事項

� 洗浄施設（自動割卵装置�１）

� 洗浄施設（自動割卵装置�２）

� 洗浄施設（洗卵機�２）

特定施設の１日当たりの使用
時間 約８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．２

最大 １．４

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり７，２００個処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３９，６００個処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 約８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２００

最大 ２５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ４００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ７

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．３

最大 １．６

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり３０，０００個処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 約８時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １２０

最大 １８０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

愛 媛 県 報平成２０年９月５日 第１９９６号

９４９



� 洗浄施設（トレー洗浄機）

� 洗浄施設（コンテナ洗浄機）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．４

最大 ３．６

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，０００枚処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 約６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４００

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５００

最大 ７００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８

最大 １２

特 定 施 設 の 種 類 水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。）別表第１第２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １時間当たり１，０００ケース処理

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 着工後１週間

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 完成後の翌日

特定施設の使用時間間隔 連 続

特定施設の１日当たりの使用
時間 約６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４００

最大 ５００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５００

最大 ７００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １２０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０

最大 １４

設 置 年 月 日 昭和６０年２月２０日

処 理 施 設 の 種 類 化学処理及び物理処理

処 理 施 設 の 型 式 カネカ式

処 理 施 設 の 構 造 鉄筋コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１９．８メートル 横３０メートル
高さ６．５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり３５０立方メートル処理

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 活性汚泥法＋凝集沈殿＋砂ろ過

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５００

最大 ６００

通常 １０以下

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４００

最大 ５００

通常 ５以下

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８０

最大 １００

通常 ５以下

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 １５

通常 ４以下

最大 ６
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公 告

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�公 告

砂利採取業務主任者試験の実施について

砂利採取法（昭和４３年法律第７４号）第１５条第１項の規定に基づき、

砂利採取業務主任者試験を次のとおり実施する。

平成２０年９月５日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の場所

松山市一番町四丁目４番地２

愛媛県庁会議室（第一別館１１階会議室）

２ 試験の日時

平成２０年１１月１４日（金）１０時

３ 受験願書の提出期間

平成２０年１０月１４日（火）から同月２３日（木）まで。ただし、郵

送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

４ 受験願書の請求先及び提出先

県庁土木部管理局土木管理課又は住所地を管轄する地方局建設

部若しくは土木事務所

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７０

最大 １９０

通常 １７０

最大 １９０

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １０以下

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 ５

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５以下

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４以下

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １７０

最大 １９０

備考 この他に雨水排水口が４ヶ所ある。

平成２０年９月５日 発行
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